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従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ

ョ
ン
ア
ッ
プ
の
た
め
、

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン

の
導
入
を
考
え
て
い
ま
す
。
会
計
処

理
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
評
価
と

会
計
処
理
に
つ
い
て
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（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

公
認
会
計
士

長
井
一
浩

1
．
は
じ
め
に

　

近
年
、
従
業
員
や
取

締
役
等
に
対
す
る
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
プ
ラ
ン
と
し
て
の
ス
ト

ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
利
用
が
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
、
あ
ら
た

め
て
そ
の
会
計
処
理
お
よ
び
未
上
場

企
業
に
お
け
る
取
り
扱
い
も
含
め
、

「
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
等
に
関
す

る
会
計
基
準
」（
企
業
会
計
基
準
委
員

会
第
8
号
。
以
下
、「
基
準
」）
お
よ

び
「
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
等
に
関

す
る
会
計
基
準
の
適
用
指
針
」（
企
業

会
計
基
準
適
用
指
針
第
11
号
。
以
下
、

「
指
針
」）
を
中
心
に
解
説
し
ま
す
。

2
．
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
と
は

　

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
と
は
、
自

社
の
株
式
を
原
資
産
と
す
る
コ
ー
ル

オ
プ
シ
ョ
ン
（
一
定
の
金
額
の
支
払

に
よ
り
、
原
資
産
で
あ
る
自
社
の
株

式
を
取
得
す
る
権
利
）
の
う
ち
、
企

業
が
そ
の
従
業
員
や
取
締
役
等
（
以

下
、「
従
業
員
等
」）
に
、
報
酬
と
し

て
付
与
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
（
基

準
第
2
項
）。

3
．
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
す

る
会
計
処
理

⑴
権
利
確
定
日
以
前
の
会
計
処
理

　

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
を
付
与
し
、

こ
れ
に
応
じ
て
企
業
が
従
業
員
等
か

ら
取
得
す
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
そ
の
取

得
に
応
じ
て
費
用
と
し
て
計
上
し
、

対
応
す
る
金
額
を
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ

シ
ョ
ン
の
権
利
の
行
使
ま
た
は
失
効

が
確
定
す
る
ま
で
の
間
、
貸
借
対
照

表
の
純
資
産
の
部
に
「
新
株
予
約

権
」
と
し
て
計
上
し
ま
す
（
基
準
第

4
項
）。

　

各
会
計
期
間
に
お
け
る
費
用
計
上

額
は
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
公

正
な
評
価
額
の
う
ち
、
対
象
勤
務
期

間
を
基
礎
と
す
る
方
法
そ
の
他
の
合

理
的
な
方
法
に
基
づ
き
当
期
に
発
生

し
た
と
認
め
ら
れ
る
額
で
す
。
ス
ト

ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
公
正
な
評
価
額

は
、
公
正
な
評
価
単
価
に
ス
ト
ッ
ク

オ
プ
シ
ョ
ン
数
を
乗
じ
て
算
定
し
ま

す
（
基
準
第
5
項
）。

　

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
公
正
な

評
価
単
価
の
算
定
は
、
次
の
よ
う
に

行
い
ま
す
。

•

付
与
日
現
在
で
算
定
し
、
条
件
変

更
の
場
合
を
除
き
、
そ
の
後
は
見

直
さ
な
い
。

•

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
通
常
、

市
場
価
格
を
観
察
で
き
な
い
た

め
、
株
式
オ
プ
シ
ョ
ン
の
合
理
的

な
価
額
の
見
積
り
に
広
く
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
算
定
技
法
（
代
表

的
な
手
法
と
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
・

シ
ョ
ー
ル
ズ
モ
デ
ル
、
二
項
モ
デ

ル
等
）
を
利
用
す
る
。
算
定
技
法

の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
付
与
す

る
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
特
性

や
条
件
等
を
適
切
に
反
映
す
る
よ

う
に
、
必
要
に
応
じ
て
調
整
を
加

え
る
。
た
だ
し
、
失
効
の
見
込
み

に
つ
い
て
は
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ

ン
数
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
公
正

な
評
価
単
価
の
算
定
上
は
考
慮
し

な
い
（
基
準
第
6
項
）。

⑵
権
利
確
定
日
後
の
会
計
処
理

　

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
が
権
利
行

使
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
新
株
を
発

行
し
た
場
合
に
は
、
新
株
予
約
権
と

し
て
計
上
し
た
額
の
う
ち
、
当
該
権

利
行
使
に
対
応
す
る
部
分
を
払
込
資

本
に
振
り
替
え
ま
す（
基
準
第
8
項
）。

　

権
利
不
行
使
に
よ
る
失
効
が
生
じ

た
場
合
に
は
、
新
株
予
約
権
と
し
て

計
上
し
た
額
の
う
ち
、
当
該
失
効
に

対
応
す
る
部
分
を
失
効
が
確
定
し
た

期
に
利
益
と
し
て
計
上
し
ま
す
（
基

準
第
9
項
）。

⑶
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
に
係
る
条

件
変
更
の
会
計
処
理

①
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
公
正
な

評
価
単
価
を
変
動
さ
せ
る
条
件
変

更

　

条
件
変
更
日
に
お
け
る
ス
ト
ッ
ク

オ
プ
シ
ョ
ン
の
公
正
な
評
価
単
価
が
、

付
与
日
に
お
け
る
公
正
な
評
価
単
価
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ク
オ
プ
シ
ョ
ン
が
権
利
行
使
さ
れ
る

と
仮
定
し
た
場
合
の
単
位
当
た
り
の

価
値
で
あ
り
、
当
該
時
点
に
お
け
る

自
社
の
株
式
と
行
使
価
格
と
の
差
額

を
い
い
ま
す
（
基
準
第
13
項
）。

⑸
未
公
開
企
業
に
お
け
る
自
社
の
株

式
価
値
の
評
価
方
法

　

一
般
に
、
市
場
価
格
を
参
照
で
き

な
い
場
合
の
株
式
価
値
の
評
価
方
法

と
し
て
、
純
資
産
法
、
デ
ィ
ス
カ
ウ

ン
テ
ッ
ド
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
（
Ｄ

Ｃ
Ｆ
）
法
、
配
当
還
元
法
、
類
似
企

業
比
準
法
等
、
実
務
上
さ
ま
ざ
ま
な

方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
の

よ
う
な
評
価
方
法
が
最
も
適
切
で
あ

る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
置
か

れ
た
状
況
等
、
条
件
に
よ
っ
て
異
な

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
会
計
基
準
と

し
て
定
め
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

例
え
ば
株
式
を
第
三
者
に
新
規
に
発

行
す
る
場
合
に
、
価
格
を
決
定
す
る

際
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
合
理
的
な

評
価
方
法
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
考

え
ら
れ
ま
す
（
指
針
第
60
項
）。

⑹
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
公
正
な

評
価
単
価
の
算
定
方
法

　

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
公
正
な

　

本
源
的
価
値
=

 

自
社
の
株
式
価
値

－

行
使
価
格

を
上
回
る
場
合
に
は
、
条
件
変
更
前

ま
で
の
費
用
計
上
に
加
え
、
条
件
変

更
日
に
お
け
る
公
正
な
評
価
単
価
が

付
与
日
の
そ
れ
を
上
回
る
部
分
を
増

加
し
て
計
上
し
ま
す
。

　

条
件
変
更
日
に
お
け
る
ス
ト
ッ
ク

オ
プ
シ
ョ
ン
の
公
正
な
評
価
単
価
が
、

付
与
日
に
お
け
る
公
正
な
評
価
単
価

以
下
と
な
る
場
合
に
は
、
条
件
変
更

日
以
後
に
お
い
て
も
、
条
件
変
更
前

か
ら
行
わ
れ
て
き
た
費
用
計
上
を
継

続
し
ま
す
。

　

な
お
、
新
た
な
条
件
の
ス
ト
ッ
ク

オ
プ
シ
ョ
ン
の
付
与
と
引
き
換
え
に
、

当
初
付
与
し
た
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ

ン
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
実
質
的

に
当
初
付
与
し
た
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ

ョ
ン
の
条
件
変
更
と
同
じ
実
態
を
有

す
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
ス
ト
ッ

ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
条
件
変
更
と
み
な

し
て
会
計
処
理
を
行
い
ま
す
（
基
準

第
10
項
）。

②
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
数
を
変
動

さ
せ
る
条
件
変
更

　

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
権
利
確

定
条
件
を
変
更
す
る
等
の
条
件
変
更

に
よ
り
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
数

を
変
動
さ
せ
た
場
合
に
は
、
条
件
変

更
前
ま
で
の
費
用
計
上
を
継
続
し
て

行
う
こ
と
に
加
え
、
条
件
変
更
に
よ

る
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
数
の
変
動

に
見
合
う
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン

の
公
正
な
評
価
額
の
変
動
額
を
、
合

理
的
な
方
法
に
基
づ
き
、
残
存
期
間

に
わ
た
っ
て
計
上
し
ま
す
（
基
準
第

11
項
）。

③
費
用
の
合
理
的
な
計
上
期
間
を
変

動
さ
せ
る
条
件
変
更

　

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
対
象
勤

務
期
間
の
延
長
ま
た
は
短
縮
に
結
び

つ
く
勤
務
条
件
の
変
更
等
に
よ
り
、

費
用
の
合
理
的
な
計
上
期
間
を
変
動

さ
せ
た
場
合
に
は
、
当
該
条
件
変
更

前
の
残
存
期
間
に
計
上
す
る
と
見
込

ん
で
い
た
金
額
を
、
合
理
的
な
方
法

に
基
づ
き
、
新
た
な
残
存
期
間
に
わ

た
っ
て
費
用
計
上
し
ま
す
（
基
準
第

12
項
）。

⑷
未
公
開
企
業
に
お
け
る
取
り
扱
い

　

未
公
開
企
業
に
つ
い
て
は
、
ス
ト

ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
公
正
な
評
価
単

価
に
代
え
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン

の
単
位
当
た
り
の
本
源
的
価
値
の
見

積
り
に
基
づ
い
て
会
計
処
理
を
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
付
与
日

現
在
で
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
単

位
当
た
り
の
本
源
的
価
値
を
見
積
り
、

そ
の
後
は
見
直
し
ま
せ
ん
。

　
「
単
位
当
た
り
の
本
源
的
価
値
」

と
は
、
算
定
時
点
に
お
い
て
ス
ト
ッ

評
価
単
価
の
算
定
に
用
い
る
算
定
技

法
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

①
確
立
さ
れ
た
理
論
を
基
礎
と
し

て
お
り
、
実
務
で
広
く
適
用
さ
れ

て
い
る
こ
と

②
権
利
確
定
の
見
込
み
数
を
除
き
、

算
定
の
対
象
と
な
る
ス
ト
ッ
ク
オ

プ
シ
ョ
ン
の
以
下
の
よ
う
な
主
要

な
特
性
を
す
べ
て
反
映
し
て
い
る

こ
と

•

株
式
オ
プ
シ
ョ
ン
に
共
通
す
る
特

性
：
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
価
格
／

オ
プ
シ
ョ
ン
の
満
期
ま
で
の
期
間

／
算
定
時
点
に
お
け
る
株
価
／
株

価
変
動
性
（
見
積
値
）
／
配
当
額

（
見
積
値
）
／
無
リ
ス
ク
の
利
子

率
（
割
引
率
）

�

（
指
針
第
5
・
6
項
）

•

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
は
通
常
、

譲
渡
が
禁
止
（
ま
た
は
制
限
）
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
そ

の
特
性
を
反
映
す
る
。
ブ
ラ
ッ
ク

・
シ
ョ
ー
ル
ズ
モ
デ
ル
を
用
い
る

場
合
に
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の
満
期

ま
で
の
期
間
に
代
え
て
、
算
定
時

点
か
ら
権
利
行
使
さ
れ
る
と
見
込

ま
れ
る
平
均
的
な
時
期
（
予
想
残

存
期
間
）
を
用
い
る
（
指
針
第
7

項
）。


